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平成２０年草加市議会第１回臨時会 市長提出議案等一覧

【議案】

第１号議案 草加市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について

第２号議案 教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について
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第１号議案 草加市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について

１ 目的

現在の社会経済状況の変化に伴う新たな行政課題の解決、効率的・効果的な事務事業

の推進及び市民サービスの向上を図るため、行政組織の見直しを行うものです。

２ 内容

現行《６部１室》 改正後《８部１室》
⑴ 市長室 ⑴ 市長室

⑵ 総合政策部 ⑵ 総合政策部
地方分権及び行財政改革の推進に関すること・
［総務部から移管］

⑶ 総務部 ⑶ 総務部

自治文化部【新設部】⑷
自治の振興に関すること・
人権推進及び男女共生に関すること・
国際交流及び都市山村交流に関すること・
商業、工業及び農業の振興に関すること・
［総合政策部から移管］
文化及びスポーツの振興に関すること・
［今回提出する教育委員会の職務権限の特例

に関する条例に基づき教育委員会から移管］

⑷ 健康福祉部 ⑸ 健康福祉部
・市民の健康 に関すること及び地域医療

［地域医療に係る事務を新設］
国民健康保険に関すること・
国民年金に関すること・
［市民生活部から移管］

子ども未来部【新設部】⑹
子どもに係る政策の企画及び調整に関すること・
［健康福祉部及び教育委員会（幼稚園就園奨

励費に関する事務）から移管］
青少年の健全育成に関すること・
［教育委員会から移管］
児童福祉に関すること・
母子及び寡婦福祉に関すること・
［健康福祉部から移管］

⑸ 市民生活部 ⑺ 市民生活部
・ その他市民の安全に関すること防犯

［防犯対策の強化］

⑹ 都市整備部 ⑻ 都市整備部

⑺ 建設部 ⑼ 建設部

３ 施行期日

平成２０年４月１日
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第２号議案 教育委員会の職務権限の特例に関する条例の制定について

１ 目的

現在の社会経済状況の変化に伴う新たな行政課題の解決、効率的・効果的な事務事業

の推進及び市民サービスの向上を図るため、教育委員会の職務権限の特例を定めるもの

です。

２ 内容

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２第１項の規定に基づき、教育

委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務は、市長が管理し、及び執行するこ

ととします。

⑴ スポーツに関すること（学校における体育に関することを除きます。）。

⑵ 文化に関すること（文化財の保護に関することを除きます。）。

３ 施行期日等

ア 施行期日

平成２０年４月１日

イ 関係条例の一部改正

次に掲げる条例の一部改正を行い、当該条例に係る事務を市長が管理し、及び執行

することとします。

(ｱ) 草加市スポーツ振興審議会条例

(ｲ) 草加市体育施設設置及び管理条例

(ｳ) 市民温水プール設置及び管理条例

(ｴ) 草加市体育指導委員設置条例


